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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

「
ひ
だ
ま
り
の
会
」
講
演
会

i

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
つ
い
て

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
が
一

定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗

せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が
実
施

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

◆
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
６５
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合

計
が
約

８８
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

◆
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

　
左
記
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・
前
年
の
所
得
が
約
４
７
２
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
。

請
求
手
続
き

①
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を

お
受
け
取
り
い
た
だ
け
る
方

　
お
受
け
取
り
の
対
象
に
な
る
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
よ
り
９
月
ご
ろ
か
ら
、

請
求
可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し

ま
す
。
同
封
の
は
が
き
（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）
に
記
入
し
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
５
年
１
月
４
日

ま
で
に
請
求
手
続
が
完
了
し
ま
す
と
、

令
和
４
年

１０
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
方

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金

事
務
所
ま
た
は
役
場
窓
口
で
請
求
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装

っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、

皆
さ
ん
の
家
族
構
成
や
金
融
機
関
の
口

座
番
号
・
暗
証
番
号
を
お
聞
き
し
た
り
、

手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
ご
請
求

で
お
困
り
に
な
っ
た
時
は
、
お
電
話
く

だ
さ
い
。

【
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
　
蕁

０
５
７
０
―

０
５
―

４
０
９
２

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
日
本
年
金
機
構
幡
多
年
金
事
務
所
で

は
、
３
カ
月
に
１
度
、
出
張
年
金
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
相
談
に
は
、
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
ま
た
は
年
金
手
帳
（
年
金
証
書
）

や
、
本
人
確
認
の
た
め
、
運
転
免
許
証

な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
代
理
人
の

方
が
相
談
さ
れ
る
場
合
は
、
本
人
か
ら

の
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
日
時
　

１０
月

２０
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前

１０
時
〜
正
午

　
　
　
　
午
後
１
時
〜
午
後
３
時

◆
場
所
　
佐
賀
支
所
１
階
町
民
室

◆
予
約

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

　
　
　
蕁

３
４
―

１
６
１
６

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―

３
７
０
１

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁

３
４
―

１
６
１
６

　
１０
月

２３
日
（
日
）
、
土
佐
市
複
合
文
化

施
設
つ
な
ー
で
に
て
、
大
切
な
方
を
事

故
や
病
気
、
自
死
に
よ
っ
て
亡
く
さ
れ

た
ご
遺
族
、
ま
た
、
ご
遺
族
に
関
わ
る

周
囲
の
方
た
ち
に
向
け
た
講
演
会
「
自

死
遺
族
当
事
者
の
私
が
支
援
者
に
な
っ

た
理
由
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
講
演
会
は
、
午
後
１
時

４５
分
〜
午
後

３
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
講
師
は
、

厚
生
労
働
大
臣
指
定
法
人
・
一
般
社
団

法
人
い
の
ち
支
え
る
自
殺
対
策
推
進
セ

ン
タ
ー
地
域
連
携
推
進
部
の
菅
沼
舞
さ

ん
で
す
。

　
講
演
終
了
後
、
自
死
遺
族
の
み
の
交

流
会
（
午
後
３
時

１５
分
〜
午
後
４
時

３０

分
）
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
参
加
費
無

料
。

○
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

蕁

０
８
８
―

８
２
１
―

４
９
６
６

※
当
日
参
加
も
可
能
で
す
が
、
定
員
数

の
関
係
で
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

「
年
金
相
談
」
の
ご
案
内

相談 教育 スポーツ・健康


